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　目的　昭和6 2年度日本家政学会関西支部研究発表会において、昭和2 0年代における

家庭科教育法の萌芽期についての研究報告を行なった。本報は、第１報に引き続き　家庭

庭科教育法第２期として、主に昭和３０年代における家庭科教育法の方向を検討すること

を目的とする。

　方法　昭和3 0年代から昭和4 0年代にかけて出版された著書『家庭科教育法』、及び

その関連図書について内容分析を行なうとともに、同時代における文部省からの学習指導

要領との関連について検討を行なった。

　結果　昭和2 0 年代は、アメリカの指導のもとに　戦前の家事・裁縫教育から家庭科教

育への自立が求められていたが、当時の日本の教育の方向としてアメリカが求めた　経験

主義的総合教育になじめず、未消化に終った。昭和３０年代に入ると、日本の経済復興に

伴い　日本国民の主体的確立がなされ　次第に教育においても日本本来のものを求めるよ

うになってきた。すなわち、この時期に学習指導要領が改定され、教育体制が整うにつれ

て、著書『家庭科教育法』の構成が　学習指導要領に基づいた教科内容の著述部分に重点

が置かれるようになった。ここにおいて『家庭科教育法』は、学習指導要領を基盤として

家庭科を教授するための指導方法論を分担する色彩を濃くし、この傾向は、昭和3 0年代

以降の著書『家庭科教育法』においても見られる。そこで、著書『家庭科教育法』の内容

分析を行なうことにより、『家庭科教育法』と『家庭科教育学』との関係についての考察

を試みようとするものである。

F 10 オーストラリアの中等教育における衣生活教育
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目的：　　中学校技術・家庭科及び高等学校の家庭一般が男女共学履修となり、男女が共

学ぶにふさわしい教育内容の整備が必要である、特に被服領域は、従来の被服製作に重

をおいた指導から、衣生活の変化に対応して良い品・価値ある品を選べる総合的な能力

育てる被服領域の学習内容の検討が必要である。そしてすでに男女共に履修されている。

外で行われている家庭科の内容にも目をむけ、良い点は積極的に取り入れるべきである。

こうした観点から、本報ではオーストラリアの中等教育で行われている繊維製品とデザ

ン（Texti les and Design）という科目に注目し、その内容を検討し、日本の衣生活教育

改善を考えるうえでの基礎的資料を得る。

方法：　　オーストラリア、N. S. W.州の教育局から出されている指導要領並びにテ

ストを基にその内容を解析する。

結果：　　オーストラリアの”繊維製品とデザイン”の特徴は、第1 IZ衣服製作技術の体･

ではなく繊維製品に関する科学的・美学的知識の習得、そしてその知識をもとにした消

者教育をめざしている点であると考える。第2 IZ興味深いことは、繊維製品と社会とい

領域で時代のファッションに注目し、衣服が社会･の中で人々に与える影響を考えている。

第3 に今後の日本の被服製作実習を考えるうえで参考となるのが、男女供修のこのコー

における被服のデザインと製作という内容である。それは単なる手芸と裁縫ではなく常

他領域とむすびついた理論的裏づけの基に成り立っている。


